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第466回入札監理小委員会議事次第 

 

 

日 時：平成29年７月７日(金)14：14～15：04 

場 所：永田町合同庁舎１階 第１共用会議室 

 

１．事業評価（案）の審議 

 ○法務本省内ＬＡＮシステム等の更新整備及び運用管理業務（法務省） 

 ○法務局通信ネットワークシステムの運用管理業務（法務省） 

２．その他 

 

＜出席者＞ 

（委 員） 

  石堂主査、井熊副主査、若林専門委員、大山専門委員 

 

（法務省） 

  大臣官房 秘書課 情報管理室 遊佐室長 

  大臣官房 秘書課 北澤補佐官、滝沢係長 

  民事局 島津補佐官、河瀬係長、佐藤主任 

   

（事務局） 

栗原参事官、池田参事官、清水谷企画官
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○石堂主査 それでは、ただいまから第４６６回入札監理小委員会を開催します。 

 本日は、法務省の「法務本省内ＬＡＮシステム等の更新整備及び運用管理業務」、もう１

つは、法務省の「法務局通信ネットワークシステムの運用管理業務」の事業評価（案）の

審議を行います。 

 最初に、事業の実施状況について、法務省大臣官房秘書課情報管理室遊佐室長よりご説

明をお願いしたいと思います。なお、説明は１０分程度でお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○遊佐室長 法務省の大臣官房秘書課情報管理室の遊佐と申します。本日は、よろしくお

願いいたします。 

 まず、本事業の対象となっております法務本省内ＬＡＮシステムについて簡単に説明さ

せていただきますが、ネットワークの概要は、事前にお配りさせていただいております概

要図のとおりです。当システムは、法務本省内の各種サーバ及びパソコン端末を接続した

ローカルエリアネットワークとして、省内における情報の共有、意思疎通の迅速化、事務

におけるペーパーレス化等の推進等の観点から、平成８年４月以降、運用を開始しており、

平成２８年度末時点で２,０００台程度の端末が接続されています。 

 主に本省職員の一般事務に係る情報処理に活用されているほか、全国の法務省所管施設

の拠点との間で、広域ネットワーク、こちらはＷＡＮと呼んでおりますけれども、こちら

で結ばれている、インターネット及び政府共通ネットワーク等へ接続する際のゲートウェ

イシステムとしても活用されています。 

 それでは、お手元の資料に基づきまして、本省内ＬＡＮシステム等の更新整備及び運用

管理業務について、ご説明させていただきます。まず、本事業の概要についてですが、本

事業は、平成２６年度から、公共サービス改革法に基づく民間競争入札、市場化テストを

実施しまして、本省内ＬＡＮシステム等の更新整備及び運用管理に係る業務を一括で調達

しているものです。 

 委託業務の内容は、更新整備に係る役務と運用管理業務に分かれていまして、更新整備

に係る役務としては、当システムの設計、構築、テスト、移行、職員に対する教育訓練及

び、それらの作業を統合的に管理する業務となっており、運用管理業務に係る役務として

は、例えば利用者支援業務として、ヘルプデスクを置いておりますけれども、そういった

システムの運用に係る業務、構成管理などのシステム管理に係る業務、故障機器の交換等

の機器補修に係る業務、それらの業務を総合的に管理する業務というものが含まれており
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ます。 

 本事業の契約期間についてですけれども、平成２６年６月１３日から平成３１年３月３

１日までの４年１０カ月間となっており、そのうち運用期間は、平成２７年２月から平成

３１年３月３１日までの４年２カ月となっています。 

 続きまして、受託事業者決定の経緯についてですけれども、入札公告に先立ち、広く一

般の意見を求めるパブリックコメントを行いましたが、入札説明会においては３５者の参

加がございました。そのうち２者から提案書の提出があり、いずれも当省が定めた要求要

件を満たしていることを確認しました。その後、平成２６年６月３日に開札した結果、２

者ともに予定価格の範囲内であり、提案書評価の結果と合わせた総合評価落札方式による

審査によって、最終的に新日鉄住金ソリューションズ株式会社が受託業者として決定され

ました。 

 続きまして、確保されるべきサービスの質の達成状況及び評価についでですけれども、

評価事項は、２ページ以降の表に掲げられている１０項目ございまして、それぞれに評価

のための測定指標が設定されております。項目数が多いことから、詳細について一つずつ

説明することはできませんが，例えば利用者の満足度に係るヘルプデスク利用者アンケー

ト調査結果では、ヘルプデスクからの回答時間やその的確さなどの項目において利用者に

評価してもらった結果、２７年度は７９.２４点、２８年度は８１.７３点と、いずれも基

準スコアを大きく上回っており、サービスの質は確保されているものと判断されます。 

 一方、測定指標を満たさなかった項目として、平成２７年度中において、本省内ＬＡＮ

運用上の重大障害件数の項目で１件の障害、また、障害発生等通知時間の項目で２件の通

知時間の超過が発生しておりますけれども、いずれも当該事案が発生した後、速やかに事

業者より改善策が提示され、運用管理責任者において承認を行い、所要の対策を講じてお

ります。平成２８年度においては全ての評価項目で測定指標を満たしており、この点から

も、十分なサービスの質は確保されているものと判断されます。 

 続きまして、実施経費の状況及び評価についてですけれども、契約期間に係る実施経費

は、全体で税抜き１１億８,９４５万円となっており、そのうち、運用管理業務に係る経費

が８億１,７６４万７,０００円となっています。これは市場化テスト実施前の経費と比較

しまして、全体で８.６％の削減、運用管理に係る経費は１１.０％の削減となっており、

民間競争入札の実施によって十分な経費削減効果が得られたものと判断されます。 

 続きまして、民間事業者からの改善提案による改善実施事項等についてですけれども、
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受託事業者から定期的に報告される業務報告書等において、随時改善提案がなされており

まして、運用管理責任者において有効と認められた場合、これを承認した上、実施してい

ます。 

 例えば提案内容として、利便性の向上やセキュリティー対策の強化、運用の効率化など

にわたっておりまして、利便性の向上例としては、利用者からの問合せ業務については、

直接部局担当者から運用保守員への受付を行う体制に変更した事例とか、あとは、多く質

問が寄せられる事項をＦＡＱサイトに掲載することによって、問合せ業務の効率化が図ら

れております。それ以外にも、セキュリティー対策の強化や運用の効率化についても、資

料に記載のとおり、改善提案がなされ、実施もされています。 

 以上を踏まえての全体的な評価についてですけれども、これまでの実施状況において、

民間事業者が業務改善指示等を受け、もしくは法令違反行為を行った事案はございません。

入札では２者からの応札によって競争性は確保され、利用者満足度においても期待された

基準を大きく上回り、肯定的な評価が多数を占め、公共サービスの質の維持・向上が確保

され、個人情報等の流出や重大障害による業務への多大な支障は発生しておりません。 

 以上によりますと、本事業については、実施要項において設定したサービスの質という

ものは確保されており、システム利用者への継続的かつ安定的なサービスの円滑な提供に

資するという目的も達成しているものと判断されます。なお、今後の実施状況については、

法務省の大臣官房会計課が主催する外部有識者で構成される契約監視会議においてチェッ

クを受ける予定でございます。 

 最後に、今後の事業についてですが、以上のとおり、本事業は総合的に判断して良好な

実施結果を得られていることから、次期事業につきましては、市場化テストの終了プロセ

スへ移行した上で、法務省自ら公共サービスの質の維持と経費節減を図って進めてまいり

たいと考えております。 

○石堂主査 ありがとうございました。 

 続きまして、同事業の評価案について、総務省より説明をお願いいたします。なお、説

明は５分程度でお願いいたします。 

○事務局 事務局です。ご説明させていただきます。資料のＡをごらんください。法務省

様からの説明と重なる部分は、極力省略する形でのご報告とさせていただきます。 

 実施概要については、法務省様のご説明のとおりになります。 

 実施期間についてですけれども、こちら、平成３１年３月３１日までとなっております
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けれども、次期事業の検討のために評価を早急に実施したいというご要望もありましたの

で、評価をこの時期に設定させていただきました。 

 受託事業者や金額については、ご説明のとおりでした。 

 入札の状況ですけれども、説明会の参加は３５者、応札者が２者で、予定価内が２者と

いうことでございました。 

 評価案といたしまして、事務局といたしましては、終了プロセスに移行することが適当

ではないかという形でご報告をさせていただきます。 

 まず、実施内容に関する評価ですけれども、こちら、法務省様からのご説明のとおり、

基準は全てクリア、ないしは、ひっかかったところ２点ございましたけれども、そちらに

ついては、事業者から速やかな改善提案がなされ、改善が実施されたということでござい

ます。 

 （３）の主な改善事項となりますけれども、こちらも入札期間は法定期間よりも１カ月

以上長くとっていただいたりですとか、２カ月間の並行稼動期間を確保していただいたと

いうことや、あとは業務ごとに詳細に必要な資格を設定していただいたことなど、門戸を

十分に開いていただけたかなと考えております。 

 また、民間事業者さんからの改善提案につきましても、法務省様ご報告のとおり実施し

ていただいたということで、良好な結果を得られていると考えます。 

 実施経費ですけれども、まず全体経費と運用管理経費、運用管理以外の経費という形で

分けて記載させていただいております。こちら、これまでは、毎年、法務省様では、ＬＡ

ＮシステムのグループウエアとＬＡＮシステムの本体の、それぞれ運用契約を結んで、過

去、事業を実施してこられました。なので、運用経費については単純に比較が可能ですけ

れども、運用管理以外のシステムの構築等の経費については、システムの改修などを重ね

てこられて、なかなか単純比較は難しいということで、分けて比較をさせていただいてお

ります。運用管理経費は法務省様ご報告のとおり１１％、それ以外についても３.１％の削

減を図れているという形で、全体としては法務省様ご報告のとおり、８.６％の削減が図ら

れているという形になります。 

 評価のまとめといたしましては、事業の質としては全く問題なく達成できていると思わ

れますし、また、民間事業者の改善提案により、質のいい事業が実施されていると評価で

きます。また、実施の経費についても８.６％の経費削減が図られており、公共サービスの

質の維持・向上や経費の削減、双方の実現がなされていると考えられます。 
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 こういったことから、最後のページ、今後の方針ですけれども、事業全体を通じて、ま

ず１つ目の丸として、実施期間中に民間事業者への業務改善の指示等の措置はありません

でした。 

 ２番について、今後、外部有識者で構成している契約監視会議において、入札の状況、

契約の状況についてはチェックをしていただけると。 

 ３つ目で、入札について、２者の応札であって、競争性が確保されていたと考えます。 

 ４つ目で、公共サービスの質については目標を達成できていたということです。 

 経費の削減については、従来経費から８.６％の削減の効果が挙げられているという形に

なりますので、本事業につきましては終了プロセスに移行することが妥当と考えます。 

○石堂主査 ありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました事業の

実施状況及び評価案について、ご質問、ご意見のある委員は、ご発言をお願いいたします。

いかがでしょうか。 

 私から１つ。業務内容の中で、資料を見ていったときに、（イ）のＢの（Ａ）のｈという

ところに、研修というのがあるんですけれども、この研修、その上の更新整備に係る役務

のところの教育訓練というのは、何となく新しく更新したのについて、このように使うん

ですよということをやるなと。ただ、こっちの管理の分野での研修というと、誰を対象に

どんな研修するのかなと、疑問に思ったのですが。 

○滝沢係長 それでは、大臣官房秘書課の滝沢から説明させていただきます。 

 この研修というのは、もともと調達事業の中に含まれていたものであり、当省秘書課情

報管理室の職員と各部局課に配置している担当の職員両者に対して本省内ＬＡＮの概要等

についての説明及び利用の仕方につきまして研修を行うよう定めておりまして、この内容

に基づいて、年１回、研修を行っているところでございます。 

○石堂主査 日時を定めて、この３日間、順おくりで例えば１０人ずつレクチャーすると

いうイメージですか。 

○滝沢係長 会議室に各部局課担当者を集めて説明をするものと、当省秘書課情報管理室

向けに、これとは別に説明会を行っているということです。 

○石堂主査 システムを実際にどう使ったらいいかということをレクチャーするんですね。 

○滝沢係長 そうです。例年、年度当初の４月に行っているんですけれども、人事異動等

によって、新たにシステム担当者となられた方を対象に行っているということです。 

○石堂主査 わかりました。ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。 
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 どうぞ。 

○若林専門委員 ご説明ありがとうございました。これまでずっと１者応札だったのが、

ここに来て２者ということで、競争性確保できたことはよかったなと思っているんですけ

れども、ただ、必ずしも競争性が高いとまでは言えないと思っておりまして、このヒアリ

ングをされたということで拝見したのですけれども、これは仕様書を取得した３５者のう

ち、みんなに聞いて１者が返してきたということですか。 

○滝沢係長 こちらは、１者だけではなくて、複数者には声をかけているんですけれども、

現在、次期システムの更新に向けて準備作業を進めているところでして、昨年度にＲＦＩ

で回答を寄せられていた会社で、かつ、前回の入札の際にも仕様書を取得した会社をター

ゲットに、数者にヒアリングをしたところ、１者から明確な回答をいただけたというとこ

ろで、今回、資料に記載させていただいているところです。 

 実際のところ、たまたま同じ時期に、別のシステムについて何か大規模な案件を受注し

たというところで、そちらに資源を傾けたいという意向があって、最終的には前回の入札

には参加しなかったということですけれども、今回のＲＦＩの結果及びその後に行った打

合せ等によりかなり積極的な提案等をいただいており、今回は入札に参加する可能性が高

いものと考えられるので、３者以上の入札につながるのではないかと期待しているところ

です。 

○若林専門委員 わかりました。ありがとうございます。 

○石堂主査 今の同じところですけれども、入札説明会に参加したのは３５に対して、応

札が２者という、その落差が随分大きいんですよね。これは非常に意地の悪い言い方で、

しかも入札に参加したのは、この左側見ていくと、既に名前の挙がっているところだけ。

そうすると、おもしろそうだと思って３５者集まったけれども、説明を聞いた瞬間に、こ

れは俺たちはだめだと言って、みんな引けていったのかなとすら思うんですよね。 

 今、若林委員からもあったように、２者応札というのは競争性の最低限なので、３５と

いう数字はすごくありがたいんだけれども、なぜ来なかったかというところをね。この１

者にかかわらず、３５の中身をうまく把握して、それに対する対応をとらないと、いつま

でたっても２者しか来ないということも。だからそこを意識してやっていただきたいなと

いう感じがしたんですけどね。よろしくお願いします。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 
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○大山専門委員 確認のために教えていただきたいんですが、資料１で４ページ目、実施

経費の状況及び評価と書いてあるんですが、実際の運用管理に係る経費というのが、ここ

に数字出ていますけれども、どうやって出したかだけ教えていただけますか。 

○滝沢係長 実際に当省のＬＡＮシステムは、平成８年から順次構築をしていて、それに

伴う運用等を実施しており，それらの契約について、今回の入札に対する費用や規模を測

るために、調達の内容を全部並べ直した上で、同条件になるように、前回の実施前の経費

というものを算出させていただいたということです。 

○大山専門委員 基本的に運用管理だから人件費が主だと思うんですね。その意味では、

人数と単価はどうなっているかというのはおわかりですか。ほかとの関係も、ほかという

のは、要するにベンチマークとしてほかでやっているところとの関係で見たときに、何人

そこに来てもらっているとか、それから、その人の単価がどうかで積まれてくるはずなの

で、その意味でどのように、そちらの意味で言うと、数字がもしあれば、教えていただき

たいんです。 

○滝沢係長 単価というよりは、実際に運用等に携わっている人数等を考慮していたとこ

ろですけれども、現在ですと常駐で４名おりまして、そのほかにバックヤードと呼んでい

ますが、受託事業者の事務室にも十数名、サポートとか仕様等の検証を行う部隊がいると

ころでして、その彼らについて、それぞれの職務の内容に応じた単価を設定させていただ

いているところです。細かな数字まではすぐに出せなくて申しわけございません。 

○大山専門委員 せっかく卒業なさるなら、そこのところをちゃんと見ておかないと、多

分もっと下がる余地があるのかどうかというのは、競争性、先ほどの２者、結局いつもの

顔ぶれが来ているよねというのを変えていくためにも、今のところをうまくしっかり積ん

でいかないと、狙いを外すことになるので、もしほんとうに卒業のプロセスで進めるとい

うことであれば、その点はぜひ、ちゃんとベンチマークも含めてやっていただきたいなと

思います。 

○石堂主査 はい。 

○井熊副主査 入札の結果自体は良好な結果なのかなとは思うんですけれども、競争性の

ところで、２者が少ないというのもあるんですけれども、今まで落札した２者が何で競争

に参加していないんだと。この２者って戦ったことがないんですよね。過去に落札してい

る２者って。そういうことを考えていくと、ほんとうにこれ、競争が成り立っているのか

というところに関しては、もう一度実態を把握して、ほんとうの意味での強い者同士が戦
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う競争を実現していかないといけないんじゃないかなと思います。 

○石堂主査 そういう趣旨ですので。 

○滝沢係長 はい。 

○石堂主査 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、事務局、何かございますか。 

○事務局 いえ。 

○石堂主査 それでは、本日の審議を踏まえ、今回は終了プロセスに移行する方向で監理

委員会に報告したいと思います。それでは、本日はどうもありがとうございました。 

 引き続き、次の案件ということで、同じく法務省の法務局通信ネットワークシステムの

運用管理業務の事業評価（案）について、審議を始めたいと思います。 

 最初に、事業の実施状況について、法務省民事局島津補佐官よりご説明をお願いしたい

と思います。なお、説明は１０分程度でお願いします。よろしくお願いします。 

○島津補佐官 法務省民事局総務課補佐官の島津でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。それでは、法務局通信ネットワークシステムの運用管理業務の実施状況につき

まして、ご説明をさせていただきます。 

 まず初めに、法務局通信ネットワークシステムの運用管理業務の概要につきまして、簡

単に冒頭説明をさせていただきたいと思います。お手元の配付資料の資料２のポンチ絵を

ごらんください。 

 この業務ですが、法務局通信ネットワークシステムの安定稼動を図り、法務行政の運営、

各種事業の維持及び向上を実現するため、運用管理業務を委託しているというものです。 

 まず、法務局は、法務省の出先機関である法務局あるいは地方法務局は、各県と北海道

に４つあり、全国５０カ所あります。そのほか、各地に支局、出張所といった出先機関が

あります。どこの役所にでもある庶務や会計などの官房業務のほか、固有の業務として、

登記や供託、戸籍，国籍などの行政事務を取り扱っている役所です。 

 法務局通信ネットワークシステムは、これらの事務を遂行する上で必要となる情報につ

いて、広範な電子化及び効率化を図って、法務行政の運営の質的向上と効率的な事務処理

を実現することによって、質の高い行政サービスを実現するために、各庁にこのシステム

用端末を配備し、法務本省と各庁とを結んだ全国規模のネットワークを構築しており、情

報共有・事務処理の合理化の基盤となっているものです。 

 ただいま説明しました法務局通信ネットワークの運用管理業務は、平成２６年度から公
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共サービス改革法に基づく民間競争入札を実施しており、本日報告の対象としております

のは、平成２６年度から平成２８年度におきます運用管理業務の実施状況になります。 

 まず、資料２の１ページ目ですが、こちらに記載されている事業の概要について、説明

をさせていただきます。先ほどのポンチ絵の左下の青色部分をご覧ください。主な業務の

内容といたしましては、上から順に、運用管理業務計画の策定、管理、報告等を行う全体

管理業務。リモートによる監視、端末及びプリンターの管理を行うシステム管理業務。セ

キュリティーパッチの適用やウイルス検知に対する対応を行うセキュリティー関連業務。

障害があった場合の受付対応や各種申請対応などを行うヘルプデスク関連業務等を行って

おります。これらの業務の内容の詳細の一覧は、報告書１ページの１、（１）の①から⑮に、

具体的に記載をさせていただいております。 

 続きまして、報告書、同じ１ページの１の（２）、（３）に記載している本業務の契約期

間については，平成２６年１０月１日から３１年３月３１日までの４年６カ月間となって

おり、受託事業者は、エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社であります。 

 概要の部分の最後、１、（４）に記載している受託事業者の決定の経緯についてご説明を

させていただきます。入札参加者は２者あり、２者とも当省が定めておりました入札参加

資格を満たしておりました。それから、総合評価落札方式の提案書におきましても、評価

項目の全ての基準を満たしておりました。 

 入札の結果については、技術点及び価格点の合計点が最も高かった、先ほど申し上げま

したエヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社が落札しております。こちらは、

その時点では新規事業者として入っていただいた企業ということになります。２者が応札

したことに加えまして、新規事業者が落札し、現在、当該業務を担っていただいていると

いう状況にありますので、この入札における競争性は確保されているのではないかと考え

ているところです。 

 引き続きまして、確保されるべきサービスの質の達成状況及び評価について、ご説明を

させていただきます。２のところをご説明させていただきますが、民間競争入札実施要項

で定めております評価事項は、全部で６項目あります。一覧表の右側の評価の欄を中心に、

説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、一番上のヘルプデスク利用者満足度調査の結果の欄についてですが、詳細は６ペ

ージの別紙にございます。ヘルプデスク満足度調査結果という形で掲載をさせていただい

ております。 
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 こちらは、各年度において、ヘルプデスクに問い合わせをした利用者に対しまして、年

１回、アンケートを実施しております。その結果によりますと、平成２６年度は７８.２２

点、平成２７年度は９４.１点、それから、平成２８年度になりまして９５.１９点と、年々

上がってきたということでございまして、実施要項における基準点であります７５点は各

年度とも上回っており、サービスの質は確保されていると判断できるかと思います。 

 次に、報告書２ページの２の一覧表に戻りまして、上から２番目の項目、本システムの

可用性についてですが、平成２６年度から２８年度の各月につきまして９９％以上を保っ

ており、可用性についても確保されていると考えております。 

 続きまして、３番目でございますが、本システムのセキュリティー上の重大障害の件数

及び４番目の本システムの運用上の重大障害の件数についてですが、当該期間におきまし

ては、これらの重大障害は発生してございません。これについても、サービスの質は確保

されているという判断の材料になろうかと思います。 

 それから、５番目、ウイルス情報の把握についてですが、当該期間におきましては、ウ

イルスによる感染被害は発生しておりません。また、ウイルスを検知した場合におきまし

ても、その特定及び対応につきましては適切に行っていますので、サービスの質は確保さ

れていると判断したところでございます。 

 最後に、業務の内容ですが、受託事業者に提案されます年次・月次・週次の運用報告書

により確認しましたところ、定められた業務の内容を適切に実施しているため、サービス

の質は確保されているということで確認したところです。 

 次の項目である、３番の実施経費の状況及び評価についてです。（１）の実施経費につき

ましては、平成２６年１０月１日から３１年３月３１日までの５４カ月間で、２億４,９７

５万円という費用がかかっております。これを１年換算しますと、５,５５０万円になって

おります。 

 続きまして、（２）の経費削減効果のところですが、市場化テスト実施前の経費は、平成

２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの１２カ月で５,９００万、２６年４月１日

から２６年９月３０日までの６カ月で３,１００万であり、これらの金額の平均を１年当た

りで換算すると、６,０５０万円になります。 

 以上、算出しました市場化テスト実施前の経費と実施後の経費とを比較いたしますと、

１年間当たり５００万円の経費削減効果がありました。削減率にして８.２６％ということ

になろうかと思います。このように、民間競争入札を実施しまして、複数者が応札して、
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新規業者に落としていただいた結果、経費の削減効果があったものを考えているところで

ございます。 

 それから、４の民間事業者からの改善提案による改善実施事項につきましては、利便性

の向上、セキュリティー対策の強化、それから運用の効率化といった観点から、随時改善

提案をいただき、実施を逐次されております。詳細は、そちらの３ページ下の（１）から

４ページ中段の（３）までに記載させていただいております。 

 ５番目の全体的な評価についてですが、これまでご説明いたしましたとおり、本事業で

確保されるサービスの質の目標は、いずれも達成されているということ。それから、本シ

ステムの運営に係る業務の確実な実施がある。それで、このシステムの利用者への継続的

かつ安定的なサービスの提供に資するという目的を達成しているという評価ができるので

はないかと考えているところです。 

 最後の項目、６、今後の事業についてです。事業全体を通じた実施状況は、５ページ、

６、（１）の①から⑤に記載しているとおりです。 

 受託事業者が業務改善指示を受けたり，法令違反行為を行ったという事案はございませ

んでした。 

 それから、本事業は、市場化プロセス終了後は、法務本省に設置している外部有識者で

構成される本省契約監視会議において実施状況のチェックを受けるという予定にしており

ます。 

 また、入札におきましては、２者から応札があり、新規事業者も参入したことから、競

争性は確保されているのではないかということでございます。 

 ４番目といたしましては、これまで説明いたしましたとおり、確保されるべきサービス

の質の達成目標も達成をされております。 

 ５番目としまして、経費につきましても、先ほど申し上げましたとおり、１年当たり約

８％の削減効果がございましたということです。 

 最後に、（２）、次期事業の実施についてですが、以上のことから総合的に判断させてい

ただきますと、良好な実施結果が得られているのではないかと考えておりまして、次期事

業につきましては、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセスに関する指針」に基づいて

終了プロセスへ移行した上で、当省自ら、公共サービスの質の維持と経費削減を今後も図

っていきたいと考えておるところでございます。 

○石堂主査 ありがとうございました。 
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 それでは、続きまして、同事業の評価案について、総務省よりご説明をお願いします。

なお、説明は５分程度でお願いいたします。 

○事務局 事務局です。本事業の評価案についてご説明させていただきます。資料Ｂをご

らんください。法務省様のご説明とかぶる部分については、極力割愛させていただきます。 

 事業概要についてはご説明のとおりで、実施期間について、こちら、先ほどの法務本省

ＬＡＮと同じく平成３１年３月３１日までありますけれども、次期事業の早急な検討に入

りたいということで、このタイミングで評価案の審議ということにさせていただいており

ます。 

 受託事業者や金額については記載のとおりになりまして、入札の状況でございます。２

者応札がありまして、予定価内が１者という形になっておりますが、もう１者につきまし

ても、予定価からの超過率は１％未満の非常に低率であったという形で聞いております。

詳細は聞いておりませんけれども、そのような額となっておりますので、競争性について

は、事務局としては特段問題なかったのではないかという形で考えております。 

 まず、結論といたしまして、事務局としては、終了プロセスへの移行で適当ではないか

という形で考えております。まず、実施内容に関する質の評価ですけれども、こちら、法

務省様からご説明ありましたとおり、全ての項目において基準をクリアしているという形

で、質については問題なかったと考えられます。 

 改善事項ですけれども、こちらも入札公告期間を長期間確保したということですとか、

引き継ぎ期間の確保ですとか、コンソーシアムを組むことを可能としたという形で、改善

をしていただいております。 

 民間事業者からの改善事項については、記載のとおりになりますので割愛させていただ

きまして、次に、実施経費の部分になります。実施経費については、こちらは法務省様か

らのご説明のとおり、従前経費からの削減率が８.２６％という形になっております。 

 まとめといたしまして、業務の実施に当たり確保されるべき達成目標として設定された

質については、全てクリアしております。また、改善提案について、利便性の向上等を図

ることができていたと考えられます。また、実施経費についても、８.２６％の経費が削減

されており、公共サービスの質の維持・向上、経費の削減、双方を実現できていると考え

ております。 

 今後の方針についてですけれども、まず１つ目の丸ですけれども、本事業については、

業務改善指示等の措置は行いませんで、また、法令違反もありませんでした。 
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 また、２番について、今後については、外部有識者で構成している契約監視会議におい

て、入札契約についてチェックをしていただけるという形で聞いております。 

 また、３つ目で、入札において２者の応札があり、競争性が確保されていたと考えてお

ります。 

 ４つ目で、確保されるべき公共サービスの質においては、全ての目標を達成しておりま

した。 

 ５つ目ですけれども、経費削減については、従前経費から約８.２６％の削減効果を挙げ

ておりまして、以上のことから、本事業についても終了プロセスへ移行が適当ではないか

と考えております。 

○石堂主査 ありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました事業の

実施状況及び評価案について、ご質問、ご意見のある委員は、ご発言をお願いいたします。

いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○大山専門委員 幾つかお聞きしたいんですが、１つ目は、２５年度、２６年度って、過

去のことで恐縮ですけれども、このときは、入札を何回かやっていますか、それとも１回

で通っていますか。 

 それが１つ目で、２つ目の質問は、当時のヒアリングの中に、入札をやめた、不参加に

した理由として、仕様書の要件が当社と合わないというのがあるんですが、これは今回、

変わったんでしょうか。変わったというのは、２６年１０月からの分に移行するときに変

わったのか、それとも変わっていないのか。 

 それから３つ目は、今回の入札については２者になっていますけれども、総合評価をや

って２者になったと。結構な話だと思うんですけれども、１者は予定価格超えていますよ

ね。だから総合評価の観点から見たときは、ここで結果出ちゃったので、多分それで合格

はしていて、今はもう問題がないという形なので、あまり心配はしていないんですけれど

も、そのときの技術点、十分あったんですかと。もしそれがあまりなくてもこういう結果

が出るなら、もうちょっと緩めてもいいかもしれない。その辺のところが次のステップの

ために考えることかなと思いましたので、これ、３つお聞きしました。 

 最初のほう、わかります？ 

○河瀬係長 手元に資料がないため、一回の入札で落札されたか定かではないものの、１

回で落札したものもあれば、複数回，入札をした経緯もあったと記憶しております。 



 -14- 

○佐藤主任 ２つ目の、平成２６年度の入札で要件を変えたかという点ですが、事業者の

参加に影響するような要件については、大きく変えているところはございません。 

○大山専門委員 そうすると、その前のときも、実はエヌ・ティ・ティ・アドバンステク

ノロジは入れる可能性があったとお考えでしょうか。 

○佐藤主任 可能性としてはあったかと思います。 

○大山専門委員 事業者に影響がないので、そうすると何で合わないのかな。わからない

んだけれども。相手の解釈ミスだったらわかるけれども、すっきりしない回答。ごめんな

さい、そこは。 

○石堂主査 どうですか。ここでははっきりしませんか。 

○河瀬係長 今、はっきりしたところはわかりません。 

○大山専門委員 わかりました。 

○河瀬係長 ３点目の技術点の関係は、落札者との関係で、１３０点台と１２０点台であ

り、１０点ほどしか開きはなかったと承知しております。 

○大山専門委員 どっちがどっちですか。 

○河瀬係長 落としたほうが１３０点台です。 

○大山専門委員 そうなんだ。わかりました。ということは、もうちょっと下げてもいい

のかな。 

○河瀬係長 そうですね。 

○大山専門委員 そこはバランスのとり方なので、いつものほうは価格点と技術点とかの

考え方があると思います。 

○河瀬係長 そうですね。 

○石堂主査 ほか、いかがでしょうか。 

○井熊副主査 アンケートの満足度なんかも年々上がっていて、業務自体は良好かなと思

うんですが、入札の状況で、今の大山先生のところと若干重複する部分もあるかもしれま

せんけれども、今、対象となっているのは、これ、２６年と３０年の、予定価格を挟んで

オーバーと予定価格内がぎりぎりだったというのは、これは一発勝負の結果だったのか、

何かもう１回不落でやり直した結果だったのかというのが１つと、あともう１つは、こう

いうような場合、今までずっと取っていた会社が予定価格外して上回っちゃうというケー

スは珍しいのかなと思うんですけれども、これは何か予定価格を、今までと考え方とかレ

ベルを変えたとか、そういう状況があったのか、この２点について教えてください。 
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○佐藤主任 回答させていただきます。まず１点目の質問につきましては、１回目の入札

で落札決定されました。２点目につきましては、予定価の考えを変えたというところの詳

細は……。 

○河瀬係長 予定価格の積算方法は大きく変えてはいないと思われますが、今回は、予価

からほんの少しの差であり、単純に従前業者の読み間違いと考えております。 

○井熊副主査 わかりました。 

○石堂主査 ほか、よろしいですか。 

 どうぞ。 

○大山専門委員 せっかく今の話なので。どこが入札しているかと、応札しているかと、

入札の場所はわかっている状況になっています？ それで、彼ら応札する人たちって、幾

つか持っている場合があるんですよね。どれ入れると決めるので、そこのところでほんと

うに間違う人がいるんだよ。安くしなきゃいけないのに、間違って入れちゃってアウトに

なった例があるんですよ。できるだけ会わないようにするほうが、会えない状態にして入

札させると、だから電子入札が効くというのはそこですよね。そういうのも、ぜひこれか

らお考えいただくほうが。そうすると、ほんとうに価格が下がってきます。という例が、

よくありますので。 

○河瀬係長 ありがとうございました。 

○石堂主査 あと、細かい点で申しわけないんですけれども、ヘルプデスクの満足度調査

で、調査対象者がそれぞれ４５とか５１と書いてあるんだけれども、これは運用担当者の

全数ですか。これ、有効回答数という表現があるものですからね。アンケートはもっとた

くさんに配布したんだけれども、得られた有効回答はこれだけだったというのか。有効回

答よりもうんと小さかったりすると、それでもって判断できないんじゃないかということ

で聞いているんですけどね。 

○佐藤主任 全国に５０局の法務局と地方法務局に原則１名のネットワークの担当者がお

り、場所によっては２名いるところもあり、大体５０程度の有効回答数がありましたので、

ほぼアンケートには回答いただけているところでございます。 

○石堂主査 わかりました。それからもう１点、さっきの案件もそうだったんですけれど

も、今後、市場化テストプロセス終了後は、法務省契約監視会議でチェックを受ける予定

であるという表現があるんですけれども、これは市場化テストやっているときは、逆にこ

の監視会議にはかけないという、チェックは受けないという、何かそういうルールになっ
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ているんですか。 

○北澤補佐官 いや、特にそういったルールはございませんで、毎年、定期的に、両方の

システムも監視会議の対象になっております。 

○石堂主査 要は素直に、今後はこうするということを書いただけだということですね。 

○北澤補佐官 はい。 

○石堂主査 わかりました。ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本事業の評価案の審議はこれまでとさせていただきますが、事務局、何かご

ざいますか。 

○事務局 いえ。 

○石堂主査 特にないですか。 

 それでは、事務局におかれましては、本日の審議を踏まえ、終了プロセス移行というこ

とで監理委員会に報告するようお願いいたします。 

 それでは、本日はどうもありがとうございました。 

（法務省退室） 

 

── 了 ── 


